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国土交通省東北地方整備局
北上川下流河川事務所

重点的撤去区域の公示をしました。

国土交通省北上川下流河川事務所では、旧北上川河口部において河川法の許可を
得ず河川区域内に係留している船舶（いわゆる不法係留船）の対策を進めています。
「旧北上川河口部における不法係留船対策計画書（平成３０年２月２７日策定）」
に基づき、旧北上川右岸の門脇町・中央地区、左岸の湊町・八幡町地区、中瀬地区
を「重点的撤去区域」に定めていることを公示し、この区域に係留している不法係
留船舶に対し、本格的に強制的な撤去措置を実施していきます。

記

１．第１期重点的撤去区域の範囲
旧北上川 距離標１ｋ６００から距離標２ｋ６００まで

２．配付資料 公示（重点的撤去区域）

３．公開アドレス 【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】

＜発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ＞

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０ 電話：０２２５－９５－０１９４（代表）

副所長 高田 浩穂（内線２０５）

占用調整課長 渡邉 晋 （内線３４１）






